
 

 

 
 

資料２ 

令和５年度子ども読書活動推進の取組 

 

１ 第５次滋賀県子ども読書活動推進計画の策定 

別紙のとおり （生涯学習課）  

 

２ 就学前からの読書習慣の形成 

（１）子ども読書啓発冊子の作成・配付 （生涯学習課） 

○乳幼児・保護者向け子ども読書啓発冊子「えほんいっぱい たのしさいっぱい」 

親子の読書習慣の形成を促すため、乳幼児・保護者向け子ども読書啓発冊子「えほ

んいっぱい たのしさいっぱい」（平成 15 年３月から発行）を作成し、各市町の乳幼児

健診等を活用して配付する。 

また、学習情報提供システム「におねっと」内の「子ども読書活動支援センター」

に掲載し、いつでもどこでもデジタル版を見ることができる環境を作り、様々な場面

での啓発に活用する。 

 

（２）おはなし会の開催（図書館） 

 

 

３ 読書に対する興味・関心を広げる取組の普及 

（１）読書率向上プロジェクト （生涯学習課） 

○しがはいすくーるおすすめ本 50 選の募集  

県内の高校生を対象に、「同年代に読んでほしい本」の紹介文を募集する。応募の

あった作品について、高校生自身が審査員となり、優秀作品 50 編を選定する取組を行

う。 

子どもたちが普段自分では選ばないジャンルの本に出逢うきっかけづくりになるよ

うに、優秀作品を「しがはいすくーるおすすめ本 50 選」として「子ども読書活動支援

センター」等により、県内に広く発信する。 

   

 

４ 学校図書館の環境のさらなる改善・機能強化 

（１）学校・図書館・ボランティア連携研修会の開催 （生涯学習課） 

対象：小中学校・義務教育学校管理職、学校図書館担当教諭および司書、 

各市町学校図書館行政担当者、公共図書館職員、読書ボランティア等 

内容：学校図書館の活性化を図るため、公立図書館や地域ボランティア等による支

援の工夫や、県内の先進的な取り組みなどを幅広く紹介する講座を開催する。 

 

（２）学校図書館活用好事例の収集・発信 （生涯学習課） 

県内学校図書館のさらなる環境整備の参考となるように、学校図書館の活用好事例
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を収集し、発信する。 

 

 

５ 子ども読書に関わる人材育成 

（１）子ども読書ボランティア研修会の開催 （生涯学習課） 

対象：県内読み聞かせボランティア関係者、「おうちで読書」推進チーム関係者、 

公共図書館・市町行政関係者等 

内容：就学前の読み聞かせ等に関わる読書ボランティアの資質向上と、県内各市町に

おける「おうちで読書」の取組の推進、実践交流をとおして、地域の実情に合

わせた地域活動の広がりを目指し研修会を開催する。 

 

 

６ 調査活動・情報提供 

（１）乳幼児の健康診査時等における親子に対する読書啓発の取組に関する調査 

（生涯学習課） 指標① 

就学前からの読書習慣の形成には、親子に対する啓発が重要であるため、乳幼児の

健康診査時等における親子に対する読書啓発の取組を把握することで、「第４次滋賀

県子ども読書活動推進計画」の進行管理に活用するとともに、今後の施策の参考とす

ることを目的とし、調査を実施する。 

 

（２）滋賀県子どもの読書活動に関する調査 （生涯学習課） 指標③ 

県内の児童・生徒の読書量を把握することで、「第４次滋賀県子ども読書活動推進計

画」の進行管理に活用し、今後の施策の参考とするとともに、各市町が策定する子ど

も読書活動推進計画の基礎資料として提供することを目的とし、調査を実施する。 

 

（３）学校司書の配置状況に関する調査 （生涯学習課） 

学校において、児童生徒の主体的な学習活動や読書活動を推進するためには、学校

図書館機能の一層の充実、活性化が重要であるため、学校司書の配置状況を把握する

ことで、今後の施策の参考とすることを目的とし、調査を実施する。 

 

（４）滋賀県子ども読書活動団体等調査 （生涯学習課）   

県内で読み聞かせ等の子ども読書ボランティア活動を行っている団体等の実態を把

握し、「におねっと」等で広く情報提供することにより、団体等の活動の活性化や、連

携促進を図ることを目的とし、調査を実施する。 

 

（５）「子供読書活動推進計画」策定状況調査 （文部科学省） 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成 13 年法律第 154 号）第９条で、都

道府県及び市町村は「子供読書活動推進計画」を策定するよう努めなければならない

とされており、国は「第四次計画」において令和４年度末までに、市 100％、町村 70％

以上の地方公共団体において計画が策定されることを目指しているため、「子供読書

活動推進計画」の策定状況を把握することで、子供の読書活動の推進に係る施策の参
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考とすることを目的とし、調査を実施する。 

 

（６）「子ども読書活動支援センター」による情報提供 （生涯学習課） 

子ども読書活動の推進に関わるあらゆる活動が効果的に実施されるよう、滋賀県学

習情報提供システム「におねっと」内の、子どもの読書活動を支援するサイト「子ど

も読書活動支援センター」により、様々な情報を一元的に提供する。 

 

 

７ こども としょかん のあり方検討 

別紙のとおり （生涯学習課、図書館）  

 

 

 

 


